
◆講座に関するお問い合わせは、長崎県消費生活センター（担当： 里・野口 ）まで

ＴＥＬ：０９５－８２３－２７８１
◆受講のお申込みは、下記の申込書をご利用のうえ、ＦＡＸでお願いいたします。

ＦＡＸ：０９５－８２３－１４７７

講座
申込書

（フリガナ）

お名前
ご連絡先

電話

FAX

ご住所

〒 －

会場：県庁３階３０８会議室（長崎市尾上町３－１）

【主催】 ＮＰＯ法人消費者被害防止ネットながさき【共催】 長崎県、長崎市【後援】消費生活相談員の会・長崎

13：30～15：30

消費者市民が社会を変える

13：30～15：30

孤独を支える成年後見制度

13：30～15：30

人生100年時代を生きる

13：30～15：30

地球温暖化を考える
～持続可能な社会を目指して～

13：30～15：30

スマホで加速する
社会のキャッシュレス化

13：30～15：00

公開講座
消費者被害に遭う心理的要因

第2回

第3回
第4回

第5回

第6回
※連続講座ですが、途中からの参加や
1回のみの参加も可能です。全６回出席
された方には修了証を差し上げます。

誰でもいつからでも学べる

～「消費者被害防止ネット
ながさき」の申入れ事例より～

消費者市民社会を考える

13：30～15：30

消費者市民社会を考える

第1回

～1人からはじめるSDGｓ～



【当法人の主な活動内容】

１ 消費者被害の未然防止
消費者被害についての情報提供や学習会・講演会など

を通じて、被害の未然防止活動を行います。

２ 消費者政策に関する提言
消費者被害の防止や救済に対する政策および環境整備の

充実に向け提言を取りまとめ、行政へ提出していきます。

３ 事業者への申し入れなど

【適格消費者団体とは】
不特定多数の消費者の権利を擁護するために差止請

求権を行使するのに必要な適格性を有する消費者団体

として、内閣総理大臣の認定を受けた法人をいいます。

認定されると、強引な勧誘・不当な契約内容・誤った

内容の表示など、事業者の問題ある行為を止めるよう、

消費者に代わって裁判で請求（差止請求）することが

できるようになります。

年会費：正会員（総会の議決権あり）は１口２０００円、賛助会員（総会の議決権なし）は１口１０００円
個人会員は１口以上、団体会員は５口以上となっています。

振込先：十八親和銀行 県庁支店（普）１０１３８０８ 又は 九州労働金庫 長崎支店（普）５５８９０８０

口座名義 特定非営利活動法人 消費者被害防止ネットながさき

消費者被害防止ネットながさき（ＣＰネッ

トながさき）は、２０１６年１月２０日に

大学教授、弁護士、司法書士、消費生活相

談員などを中心に設立されたＮＰＯ法人です。

消費者被害を根絶し、消費者の権利を確立

するため、消費生活の安全・安心に寄与する

ことを目的として、適格消費者団体の認定を

受けるべく活動しています。

■ＴＥＬ：０９５－８９５－８５２０（祝日を除く毎週

火曜日１０：３０～１３：３０）

■ＦＡＸ：０９５－８９５－８５２１

■Ｅ-mail：info@cpnet-nagasaki.org

情報提供
のお願い

など、「おなしいな？」「納得できない！」というこ
とがあれば情報をお寄せください。
当法人で分析・検討を行い、必要と判断した場合は、
事業者に対して是正を求めます。
ただし、個人の救済をするものではありませんので、
ご理解いただきますようお願いいたします。

当法人の趣旨にご賛同いただき、誰もが安心して
暮らせる地域社会を目指す活動を支えていただけ
る会員を募集しています。

入会のお願い

※年会費は毎年ご負担頂く必要があります。
※ご記入いただいた個人情報は、関係法令、当法人の個人情報保護規程に基づき適切に管理し、会員名簿の作成、総会の開催通知および会員の
請求等当法人の事務並びに学習会の案内等情報提供を目的として利用し、法令に定める場合を除き、同意を得ることなく第三者に提供しません。

※Eメールアドレスは、ニュースレター等の送信の為メーリングリストに登録させていただきます。

NPO法人 消費者被害防止ネットながさき（CPネットながさき）〒850-0876長崎市賑町５－２４

こんな時返金してもらえないの？

解約料が高すぎない？

勧誘に問題がある?

こんな表示では分からない…

消費者被害の調査・研究を行い、悪質と思われる事

業者に対して、申し入れなどの意見書を送付します。

mailto:info@cpnet-nagasaki.org

